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鶴岡市地域防災計画（風水害・雪害対策編）新旧対照表 

 

現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

<第 1 章第 3 節>自然条件（P16,19,20） 

自然状況等 

 

１地形の概要 

<鶴岡地域> 

（１）地形概要 

   鶴岡地域は、地域総面積は 234 ㎢で庄内平野の南部に位置し、北は酒田

市に、東は赤川を隔てて三川町、藤島地域及び羽黒地域に接し、西は高館

山及び荒倉山の丘陵を経て日本海に、南は母狩山及び虚空蔵山の山地を経

て櫛引地域及び温海地域に接している。河川は、赤川の他に、市街地を流

れる内川と人口河川の青龍寺川が北上して赤川に合流する。 

 （以下、略） 

 

２気候の概要 

（１）気候概要 

   本市は、日本海を北上する対馬暖流の影響を受ける、日本海側の典型的 

な海洋性の気候である。年間の平均気温は、13℃前後である。四季別の天 

候の変化を見ると、春は、大陸の高気圧が発達し一般的に好天の日が多い 

が、日本海を発達しながら進む低気圧の影響で、突風や春雷が発生する。 

また、暖気を伴う南風や雨により融雪洪水が起こる。夏は、6 月中旬に梅雨 

入りするが、県内陸部に比べると影響は少なく、晴天の続く空梅雨に終わ 

る年もある。梅雨末期には、日本海に停滞する梅雨前線により集中豪雨が 

起こりやすい。また、8 月末頃から 10 月中旬には台風に見舞われる場合が 

あり、進路が日本海を通る場合は、雨は比較的少ないが暴風に見舞われる。 

そして、秋の初めには、日本海に秋雨前線の停滞により、梅雨のような長 

雨が続く場合がある。 

 （以下、略） 

（２）気象概況 

 ①降水量、気温、風向 

山形地方気象台が設置するアメダス観測所の年間降水量、平均気温、風向・

風速値は、次のとおりである。 

 

 

自然状況等について時点修正 

 

１地形の概要 

<鶴岡地域> 

（１）地形概要 

   鶴岡地域は、地域総面積は 234 ㎢で庄内平野の南部に位置し、北は酒田

市に、東は赤川を隔てて三川町、藤島地域及び羽黒地域に接し、西は高館

山及び荒倉山の丘陵を経て日本海に、南は母狩山及び虚空蔵山の山地を経

て櫛引地域及び温海地域に接している。河川は、赤川の他に、市街地を流

れる内川と人工河川の青竜寺川が北上して赤川に合流する。 

 （以下、略） 

 

２気候の概要 

（１）気候概要 

   本市は、日本海を北上する対馬暖流の影響を受ける、日本海側の典型的 

な海洋性の気候である。年間の平均気温は、13℃前後である。四季別の天 

候の変化を見ると、春は、移動性高気圧に覆われ一般的に好天の日が多い 

が、日本海を発達しながら進む低気圧の影響で、突風や春雷が発生する。 

また、暖気を伴う南風による気温上昇や雨により融雪洪水が起こる。夏は、 

6 月中旬に梅雨入りするが、県内陸部に比べると影響は少なく、晴天の続く 

空梅雨に終わる年もある。梅雨末期には、日本海に停滞する梅雨前線によ 

り集中豪雨が起こりやすい。また、8 月末頃から 10 月中旬には台風に見舞 

われる場合があり、進路が日本海を通る場合は、雨は比較的少ないが暴風 

に見舞われる。そして、秋の初めには、日本海に停滞する秋雨前線により、 

梅雨のような長雨が続く場合がある。 

 （以下、略） 

（２）気象概況 

①降水量、気温、風向 

山形地方気象台が設置するアメダス観測所の年間降水量、平均気温、風向・

風速値は、次のとおりである。 

 

 

令和 6 年 1 月 10 日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤字の修正 

 

 

 

 

 

文書の一部追加及び修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均のみの記載ではないため削除 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

ア 鶴岡（錦町） 

年 
年間降水量

（㎜） 

気 温（℃） 風向・風速（m/s） 

年平均 最 高 最 低 
最大瞬間

風速 
風向 

2008 2,039.0 12.9 35.2 -4.9 21.1 西北西 

2009 2,182.5 13.0 34.9 -6.6 22.5 南西 

2010 2,387.0 13.4 34.9 -6.9 20.7 西 

2011 2,542.5 12.7 36.0 -8.1 19.6 西 

2012 1,968.5 12.8 35.9 -6.9 26.5 南西 

2013 2,823.0 12.8 35.0 -7.3 20.9 西 

2014 1,998.0 12.9 37.8 -5.9 22.3 西 

2015 1,556.0 13.6 36.6 -4.5 21.0 西 

2016 1,992.5 13.5 36.3 -4.2 24.7 西南西 

2017 2,079.5 12.8 35.7 -5.0 20.8 西北西 

2018 2,448.5 13.4 37.9 -11.6 22.0 西 

2019 1,814.5 13.8 38.7 -3.3 19.9 西北西 

2020 2,332.0 13.9 38.2 -4.3 20.5 西北西 

2021 2,345.5 13.5 37.3 -6.1 24.0 西北西 

2022 2,396.0 13.3 35.3 -6.6 23.7 西北西 

 

イ 鼠ケ関（鼠ケ関字横路） 

年 
年間降水量

（㎜） 

気 温（℃） 風向・風速（m/s） 

年平均 最 高 最 低 
最大瞬間

風速 
風向 

2008 1,826.0 13.2 33.1 -3.0 23.8 西南西 

2009 1,868.0 13.6 33.4 -2.1 25.1 西南西 

2010 2,247.0 14.0 32.8 -3.6 28.3 西南西 

2011 2,194.0 13.4 36.4 -3.1 21.6 西 

2012 1,741.5 13.6 34.7 -3.9 30.9 南西 

2013 2,543.5 13.6 33.6 -3.5 30.8 西南西 

2014 1,902.0 13.5 34.7 -4.6 27.7 西南西 

2015 1,446.5 14.0 34.3 -3.3 25.1 西南西 

2016 1,568.0 14.1 35.3 -2.2 28.6 西南西 

2017 1,854.5 13.5 34.8 -3.7 25.1 南西 

2018 2,413.0 14.0 38.2 -4.7 26.3 西南西 

2019 1,595.0 14.4 40.4 -2.5 24.7 南西 

2020 2,087.0 14.5 39.1 -3.7 23.6 北西 

2021 1,928.5 14.3 34.7 -3.8 33.9 西南西 

2022 1,983.5 14.2 36.2 -3.0 26.9 西南西 
 

ア 鶴岡（錦町） 

年 
年間降水量

（㎜） 

気 温（℃） 風向・風速（m/s） 

年平均 最 高 最 低 
最大瞬間

風速 
風向 

2010 2,387.0 13.4 34.9 -6.9 20.7 西 

2011 2,542.5 12.7 36.0 -8.1 19.6 西 

2012 1,968.5 12.8 35.9 -6.9 26.5 南西 

2013 2,823.0 12.8 35.0 -7.3 20.9 西 

2014 1,998.0 12.9 37.8 -5.9 22.3 西 

2015 1,556.0 13.6 36.6 -4.5 21.0 西 

2016 1,992.5 13.5 36.3 -4.2 24.7 西南西 

2017 2,079.5] 12.8 35.7 -5.0 20.8 西北西 

2018 2,448.5 13.4 37.9 -11.6 22.0 西 

2019 1,814.5 13.8 38.7 -3.3 19.9 西北西 

2020 2,332.0 13.9 38.2 -4.3 20.5 西北西 

2021 2,345.5 13.5 37.3 -6.1 24.0 西北西 

2022 2,396.0 13.3 35.3 -6.6 23.7 西北西 

2023 2,096.0 14.3 38.7 -7.8 22.4 西南西 

※値欄の記号「 ］」統計を行う対象とする資料が許容範囲を超えて欠けていることを示す（資

料不足値）。十分な信頼性がないため、活用には十分注意すること。 

イ 鼠ケ関（鼠ケ関字横路） 

年 
年間降水量

（㎜） 

気 温（℃） 風向・風速（m/s） 

年平均 最 高 最 低 
最大瞬間風

速 
風向 

2010 2,247.0 14.0 32.8 -3.6 28.3 西南西 

2011 2,194.0 13.4 36.4 -3.1 21.6 西 

2012 1,741.5 13.6 34.7 -3.9 30.9 南西 

2013 2,543.5 13.6 33.6 -3.5 30.8 西南西 

2014 1,902.0 13.5 34.7 -4.6 27.7 西南西 

2015 1,446.5 14.0 34.3 -3.3 25.1] 西南西 

2016 1,568.0 14.1 35.3 -2.2 28.6 西南西 

2017 1,854.5 13.5 34.8 -3.7 25.1 南西 

2018 2,413.0 14.0 38.2 -4.7 26.3 西南西 

2019 1,595.0 14.4 40.4 -2.5 24.7 南西 

2020 2,087.0 14.5 39.1 -3.7 23.6 北西 

2021 1,928.5 14.3 34.7 -3.8 33.9 西南西 

2022 1,983.5 14.2 36.2 -3.0 26.9 西南西 

2023 1,992.0 15.2 39.0 -6.3 27.5 西 

※値欄の記号「 ］」統計を行う対象とする資料が許容範囲を超えて欠けていることを示す（資

料不足値）。十分な信頼性がないため、活用には十分注意すること。 

 

 

 

値欄に資料不足値である旨記載 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

ウ 櫛引（桂荒俣字上桂）、荒沢（荒沢字狩籠） 

年 
櫛 引 

年間降水量（㎜） 

荒 沢 

年間降水量（㎜） 

2008 2,114.0 2,890.0 

2009 2,370.0 2,949.5 

2010 2,451.0 3,360.5 

2011 2,399.0 3,584.5 

2012 2,346.0 2,897.5 

2013 3,092.5 3,422.0 

2014 2,410.5 2,993.5 

2015 1,799.0 2,431.0 

2016 2,213.0 2,708.5 

2017 2,700.5 3,328.0 

2018 2,774.0 3,695.0 

2019 2,117.5 2,860.0 

2020 2,160.5 3,543.0 

2021 1,992.0 3,675.5 

2022 2,513.5 3,381.0 
 

ウ 櫛引（桂荒俣字上桂）、荒沢（荒沢字狩籠） 

年 
櫛 引 

年間降水量（㎜） 

荒 沢 

年間降水量（㎜） 

2010 2,451.0 3,360.5 

2011 2,399.0] 3,584.5 

2012 2,346.0 2,897.5 

2013 3,092.5 3,422.0 

2014 2,410.5 2,993.5 

2015 1,799.0 2,431.0 

2016 2,213.0 2,708.5 

2017 2,700.5 3,328.0 

2018 2,774.0 3,695.0 

2019 2,117.5 2,860.0 

2020 2,160.5 3,543.0 

2021 1,992.0 3,675.5 

2022 2,513.5 3,381.0 

2023 2,183.0 3,131.5 

※値欄の記号「 ］」統計を行う対象とする資料が許容範囲を超えて欠けていることを示す（資

料不足値）。十分な信頼性がないため、活用には十分注意すること。 

 

 

 

 

 

値欄に資料不足値である旨記載 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

<第 1 章第 4 節>社会条件（P24,25） 

４外国人 

５土地利用状況 

 

４外国人（居住人数） 

５土地利用状況（固定資産概要調書より修正） 

 

時点修正 

<第 1 章第 5 節>風水害等の災害履歴（P30） 

１合併後の災害履歴 

（２）土砂災害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１合併後の災害履歴 

（２）土砂災害 

西目土砂崩れ災害 
（令和 4年 12 月 31
日） 

令和 4年 12月 31日に鶴岡地域の西目地内において、

住民からの通報により、地すべりが原因と推定される

土砂崩れが確認された。同日、本庁内に市長を本部長

とする災害対策本部を設置し対応にあたった。4 人が生

き埋めとなり鶴岡市消防本部、県消防広域応援隊、警

察、自衛隊で救助活動にあたり、同日内に 2 人を救助

したものの 1 月 2 日に 2 人の死亡が確認された。崩落

規模は長さ 75m、幅 70m。住家 2 棟、非住家 29 棟全

壊。崩落した斜面と連なる斜面にも崩落の危険がある

ため、最大で 8 世帯 22 人に避難指示が出された。 
 

 

 

 

令和 4 年 12 月 31 日西目地内土砂崩れ災害に 

ついて記載 

 

 

 

 

 

 

<第 1章第 6節>災害危険性の評価（P43,44） 

１風水害等の種類 

高 潮  台風に伴う風が沖から海岸に向かって吹くと、海水は、海岸

に吹き寄せられて海面の上昇が起こる。また、台風が接近して

気圧が低くなると海面が持ち上がる。この海面の上昇を高潮と

言い、台風発生時には高潮による被害に厳重な注意が必要であ

る。 

２風水害等の危険性 

（略） 

 次に、本市の土砂災害危険区域は、令和 4 年 8 月 19 日現在 1,015 箇所（鶴岡

地域 475、藤島地域 13、羽黒地域 10、櫛引地域 5、朝日地域 173、温海地域 339）、

地すべり 101 箇所、急傾斜地 446 箇所、土石流 468 箇所と、県内では最も土砂

災害危険区域が多い。（中略）春は、大陸型の高気圧が発達し、一般的に好天の

日が多いが、日本海を発達しながら進む低気圧の影響で、突風や春雷が発生す

る。また、暖気を伴う南風や雨により融雪洪水が起こる。（中略）そして、秋の

初めには、日本海に秋雨前線の停滞により、梅雨のような長雨が続く場合があ

る。 

（略） 

 

１風水害等の種類 

高 潮  台風や低気圧に伴う風が沖から海岸に向かって吹くと、海水

は、海岸に吹き寄せられて海面の上昇が起こる。また、台風や

低気圧が接近して気圧が低くなると海面が持ち上がる。この海

面の上昇を高潮と言い、とくに台風発生時には高潮による被害

に厳重な注意が必要である。 

２風水害等の危険性 

（略） 

 次に、本市の土砂災害危険区域は、令和 5 年 11 月 1 日現在 1,015 箇所（鶴岡

地域 475、藤島地域 13、羽黒地域 10、櫛引地域 5、朝日地域 173、温海地域 339）、

地すべり 101 箇所、急傾斜地 446 箇所、土石流 468 箇所と、県内では最も土砂

災害危険区域が多い。（中略）春は、移動性高気圧に覆われ、一般的に好天の日

が多いが、日本海を発達しながら進む低気圧の影響で、突風や春雷が発生する。

また、暖気を伴う南風による気温上昇や雨により融雪洪水が起こる。（中略）そ

して、秋の初めには、日本海に停滞する秋雨前線により、梅雨のような長雨が

続く場合がある。 

（略） 

 

 

高潮の現象説明に文言を追加 

 

 

 

 

 

 

一部追加修正 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

<第 2章第 8節>避難所等事前対策（P72~75） 

１～３ （略） 

４ 業務の内容 

（１）（略） 

（２） 

ア 警戒レベルを用いた避難情報（高齢者等避難、避難指示）を発令した場合、

市は、住民が集団で避難できるよう、地区別の消防団、自主防災組織等によ

る避難誘導体制の構築を支援する。 

イ 在宅の要配慮者の安全・確実な避難のため、福祉関係者と協力して「災害

時要援護者避難支援計画」（避難行動要支援者避難計画）を策定するとと 

もに、適切に避難誘導し、安否確認を行うため、地域住民、自主防災組織等

の協力を得ながら、平常時より要配慮者への情報伝達体制の整備、避難誘導

体制の整備、避難訓練の実施を図る。 

ウ 迅速な避難誘導のための自主防災組織等の指導育成を図る。 

（３）～（５） （略） 

（６）避難所の開設体制等の整備 

 ① （略） 

 ②福祉避難所の指定 

  ア 市は、指定避難所の内一般避難所スペースでの共同生活が難しい要配 

   慮者のための「福祉避難所」の予定施設をあらかじめ指定し、受入れ対

象者を特定して公示する。前述の公示を利用しつつ、福祉避難所で受け

入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計画等を作成し、要配

慮者が、避難が必要になった際に福祉避難所へ直接避難することができ

るよう努める。 

（略） 

（７） 

 ① （略） 

 ② ア～イ （略） 

   ウ 昔ながらのサイレン、警鐘といった誰でも分かりやすい避難行動の

きっかけとなる情報伝達手段を活用する。 

【本所】防災安全課、コミュニティ推進課、福祉課、長寿介護課、国保年金

課、教育委員会 

【庁舎】総務企画課、市民福祉課 

【関係機関】県（防災くらし安心部、健康福祉部、県土整備部）、福祉関係者 

 

１～３ （略） 

４ 業務の内容 

（１）（略） 

（２） 

 ア 警戒レベルを用いた避難情報（高齢者等避難、避難指示）を発令した場

合、市は、住民が集団で避難できるよう、地区別の消防団、自主防災組織

等による避難誘導体制の構築を支援する。 

イ 在宅の要配慮者の安全・確実な避難のため、福祉関係者と協力して「避

難行動要支援者支援計画」を策定するとともに、適切に避難誘導し、安否

確認を行うため、地域住民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常 

時より要配慮者への情報伝達体制の整備、避難誘導体制の整備、避難訓練

の実施を図る。 

ウ 迅速な避難誘導のための自主防災組織等の指導育成を図る。 

（３）～（５） （略） 

（６）避難所の開設体制等の整備 

 ① （略） 

 ②福祉避難所の設置 

  ア 市は、指定避難所に避難した住民の中に一般避難所スペースでの共同 

   生活が難しい要配慮者がいた際には協定締結している施設に対し「福祉

避難所」の開設を要請し、福祉避難所を設置する。要配慮者は、一般避

難所での生活が長引くと予想される場合、福祉避難所の受入体制に合わ

せ、対象者となる者を判断し、一般避難所から福祉避難所へ移るものと

する。 

（略） 

（７） 

 ① （略） 

 ② ア～イ （略） 

   ウ 昔ながらのサイレンや警鐘といった誰でも分かりやすい避難行動の

きっかけとなる情報伝達手段を活用する。 

【本所】防災安全課、コミュニティ推進課、地域包括ケア推進室、福祉課、

長寿介護課、国保年金課、教育委員会 

【庁舎】総務企画課、市民福祉課 

【関係機関】県（防災くらし安心部、健康福祉部、県土整備部）、福祉関係者 

 

担当課の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画名の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴岡市 災害時における福祉避難所開設調整に 

基づく修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

<第 2 章第 10 節>要配慮者の安全確保（P82） 

２各主体の役割及び業務の内容 

①～③ （略） 

 ④災害時要援護者避難支援計画（避難行動要支援者避難支援けいかく）の作成 

  市は災害発生時に避難行動要支援者の避難が円滑に行われるよう、避難行

動要支援者に関する情報を基に、災害時要援護者避難支援計画（避難行動要

支援者避難支援計画（全体計画））を作成する。なお、自主防災組織が策定す

る災害時要援護者避難支援計画（避難行動要支援者避難支援計画）の個別計

画については、作成後も登録者及び計画内容を適宜更新することにより、実

情に応じた実態把握に努める。 

 ⑤避難行動要支援者情報の把握・共有 

  市は避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認等を行うため次の措 

置を講ずる。 

 ア （略） 

 イ 避難行動要支援者名簿による情報共有 

   市は、避難行動要支援者名簿については、災害対策基本法、個人情報の

保護に関する法律及び鶴岡市個人情報保護条例に留意し、関係機関との情

報共有を図る。 （以下略） 

 

２各主体の役割及び業務の内容 

①～③ （略） 

 ④避難行動要支援者支援計画の作成 

  市は、災害発生時に避難行動要支援者の避難が円滑に行われるよう、避難

行動要支援者に関する情報を基に、避難行動要支援者支援計画を作成する。

なお、自主防災組織が策定する個別避難計画については、作成後も登録者及

び計画内容を適宜更新することにより、実情に応じた実態把握に努める。 

 

 

⑤避難行動要支援者情報の把握・共有 

  市は避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認等を行うため次の措 

置を講ずる。 

 ア （略） 

 イ 避難行動要支援者名簿による情報共有 

   市は、避難行動要支援者名簿については、災害対策基本法、個人情報の

保護に関する法律及び鶴岡市個人情報保護法施行条例に留意し、関係機関

との情報共有を図る。 （以下略） 

 

 

 

計画名称等の変更による修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴岡市個人情報保護条例の廃止 

鶴岡市個人情報保護法施行条例 令和５年４月

１日施行による修正 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

<第 2 章第 18 節>土砂災害予防（P114） 

１ （略） 

２（１） 

 ①～⑤ （略） 

⑥土砂災害警戒区域等における法指定 

 土砂災害警戒区域等について、対策工事の施工、一定行為の禁止・制限を

行うための関係法に基づく指定について、国及び県に対し働きかける。 

関係法令 指定区域等 

砂防法 砂防指定地 

地すべり等防止法 地すべり防止区域 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関
する法律 

急傾斜地崩壊危険区域 

土砂災害警戒区域等における土砂災害
防止対策の推進に関する法律（土砂災
害防止法） 

土砂災害警戒区域 
土砂災害特別警戒区域 

森林法 保安林 

建築基準法 災害危険区域 

宅地造成等規制法 宅地造成規制区域 
 

 

１ （略） 

２（１） 

 ①～⑤ （略） 

⑥土砂災害警戒区域等における法指定 

 土砂災害警戒区域等について、対策工事の施工、一定行為の禁止・制限を

行うための関係法に基づく指定について、国及び県に対し働きかける。 

関係法令 指定区域等 

砂防法 砂防指定地 

地すべり等防止法 地すべり防止区域 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関
する法律 

急傾斜地崩壊危険区域 

土砂災害警戒区域等における土砂災害
防止対策の推進に関する法律（土砂災
害防止法） 

土砂災害警戒区域 
土砂災害特別警戒区域 

森林法 保安林 

建築基準法 災害危険区域 

宅地造成及び特定盛土等規制法 
宅地造成等規制区域 
特定盛土規制区域 
造成宅地防災区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係法令等の改正 

 

<第 2 章 28 節>ライフライン強化対策（上水道）（P146） 

１ （略） 

２ 各主体の役割及び業務の内容 

（１）市の役割 

 ①～③ （略） 

 ④その他機械設備や薬品管理における予防対策 

  ア 機械、電気及び計装設備の震動による滑動、転倒防止 

  イ 震動による水質試験用薬品類容器の破損防止及び混薬を防止するため

の分離保管 

  ウ 水道用薬品の適正な量の備蓄 

 

１ （略） 

２ 各主体の役割及び業務の内容 

（１）市の役割 

 ①～③ （略） 

 ④その他機械設備や薬品管理における予防対策 

  ア 機械、電気及び計装設備の震動による滑動、転倒防止 

  イ 震動による浄水用薬品貯留槽の転倒、破損防止及び混薬を防止するた

めの分離保管 

  ウ 水道用薬品の適正な量の備蓄 

 

 

 

 

 

 

 

名称の変更による修正 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

<第 2 章第 29 節>ライフライン強化対策（下水道）（P149,151） 

１ （略） 

２（１）①～③ （略） 

    ④安全確保対策 

    ⑤ （略） 

    ⑥下水道施設等の復旧 

     市は、あらかじめ被災施設の復旧計画を策定し、施設の機能回復及

び復旧の早期達成を目指す。下水道施設等復旧は、概ね次の計画を目

安にする。（以下、略） 

 

【本所】上下水道部 

【関係機関】県（県土整備部、農林水産部）、市民、企業（事業所）等、(公

財)山形県建設技術センター、(地方公共法人)日本下水道事業団、(一社)

地域環境資源センター、(公社)日本下水道管路管理業協会、山形県下水

道協会、東北電力ネットワーク㈱鶴岡電力センター、(一財)東北電気保

安協会、建設業者、管路包括委託受注業者、処理場包括委託受注業者 

 

１ （略） 

２（１）①～③ （略） 

    ④安全確保対策 

    ⑤ （略） 

    ⑥下水道施設等の復旧 

     市は、あらかじめ被災施設の復旧計画を策定し、施設の機能回復及

び早期復旧を目指す。下水道施設等復旧は、概ね次の計画を目安にす

る。（以下、略） 

 

【本所】上下水道部 

【関係機関】県（県土整備部、農林水産部）、市民、企業（事業所）等、(公

財)山形県建設技術センター、(地方公共法人)日本下水道事業団、(一社)

地域環境資源センター、(公社)日本下水道管路管理業協会、山形県下水

道協会、東北電力ネットワーク㈱鶴岡電力センター、(一財)東北電気保

安協会、建設業者、包括委託受注業者 

 

 

 

 

 

 

名称変更による修正 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

 

 

<第 2 章第 32 節>廃棄物処理体制の整備（P161,162） 

１ （略） 

２（１）（２） （略） 

（３） ②（一社）山形県産業廃棄物協会 

【本所】廃棄物対策課、土木課 【庁舎】市民福祉課 

【関係機関】県（循環型社会推進課、水大気環境課）、山形県環境整備事

業協同組合、(一社)山形県産業廃棄物協会、(一社)山形県浄化槽工業

協会、(一社)山形県解体工事業協会 山形県建設業協会鶴岡支部 

１ （略） 

２（１）（２） （略） 

（３）②（一社）山形県産業資源循環協会 

【本所】廃棄物対策課、土木課 【庁舎】市民福祉課 

【関係機関】県（循環型社会推進課、水大気環境課）、山形県環境整備事

業協同組合、(一社)山形県産業資源循環協会、(一社)山形県浄化槽工

業協会、(一社)山形県解体工事業協会 山形県建設業協会鶴岡支部 

 

 

社名変更による修正 

 

 

 

社名変更による修正 

 

<第 2 章第 37 節>ボランティア活動の推進（P180） 

 
 

【本所】福祉課、防災安全課 【庁舎】市民福祉課、総務企画課 

【実施主体】市社会福祉協議会 

【関係機関】県（環境エネルギー部、健康福祉部）、県社会福祉協議会、Ｎ

ＰＯ法人鶴岡災害ボランティアネットワーク、山形県災害ボランティア

支援ネットワーク連絡会 

 

 

【本所】地域包括ケア推進室、防災安全課 【庁舎】市民福祉課、総務企画

課 

【実施主体】市社会福祉協議会 

【関係機関】県（環境エネルギー部、健康福祉部）、県社会福祉協議会、Ｎ

ＰＯ法人鶴岡災害ボランティアネットワーク、山形県災害ボランティア

支援ネットワーク連絡会 

 

 

 

担当課の修正 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

<第 3 章第 1 節>災害対策本部の組織・運営・動員（P182） 

１ （略） 

２市災害対策本部の設置及び組織 

（１）災害対策本部の設置基準 

  市長は、市域に災害が発生し又はおそれがある場合において必要と認め

るときは、災害対策本部を設置し、或いは災害対策本部に現地本部を設置

するものとする。なお、市長が災害対策本部を設置する基準は、概ね次の

とおりとする。 

 ア 災害が市域の大半に発生し、又は発生するおそれがある場合 

 イ 災害が市域の数箇所に発生し、又は発生するおそれがある場合 

 ウ 災害救助法による救助を適用する災害が発生し、特にその対策を要す

る場合 

 エ 震度 5弱以上の地震を観測した場合 

オ 山形県に津波警報が発表された場合 

カ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、市長が市行政上特

に応急対策等の措置を必要と認めた場合 

（２）～（１２） （略） 

３～７ （略） 

 

１ （略） 

２市災害対策本部の設置及び組織 

（１）災害対策本部の設置基準 

  市長は、市域に災害が発生し又はおそれがある場合において必要と認めるときは、

災害対策本部を設置し、或いは災害対策本部に現地本部を設置するものとする。なお、

市長が災害対策本部を設置する基準は、概ね次のとおりとする。 

 ア 災害が市域の大半に発生し、又は発生するおそれがある場合 

 イ 災害が市域の数箇所に発生し、又は発生するおそれがある場合 

 ウ 災害救助法による救助を適用する災害が発生し、特にその対策を要する場合 

 エ 震度 5弱以上の地震を観測した場合 

オ 山形県に津波注意報以上が発表された場合 

カ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、市長が市行政上特に応急対策

等の措置を必要と認めた場合 

（２）～（１２） （略） 

３～７ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波注意報が発表された場合について、海

浜等 

からの避難指示を発令することから修正 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

<第 3 章第 1 節>災害対策本部の組織・運営・動員（P190） 

８活動体制の区分及び設置基準 

 市長は、災害の規模或いは被害の状況により、表 1 による体制で災害応急対

策を講ずる 

 表 1 

体制区分 設置基準 備考 

一次警戒体制 1 暴風（雪）警報が発表されたとき  

二次警戒体制 

1 大雨、洪水のいずれかの警報が発

表されたとき 

2 台風接近時に大雨、洪水のいずれ

かの注意報が発表されたとき 

3 土砂災害警戒情報が発表されたと

き 

4 河川が氾濫注意水位（警戒水位）

に達したとき 

 

災害警戒本部体制 

1 一部の河川等において高齢者等避

難の発令が想定される場合 

2 集中豪雨等により、土砂災害等が

予測される場合 

3 一部河川において避難判断水位に

達したとき 

4 市長が特に認めたとき 

 

災害対策本部 

（第一次非常配備） 

1 一部河川の増水により、高齢者等

避難、避難指示等を発令したとき 

 

災害対策本部 

（第二次非常配備） 

1 赤川等、市内大規模河川の増水に

より、高齢者等避難を発令したとき 

 

災害対策本部 

（第三次非常配備） 

1 赤川等、市内大規模河川の増水に

より、避難指示を発令したとき 

2 市内大規模河川において氾濫発

生情報が発表されたとき（堤防の決

壊、越水など） 

3 大規模な土砂災害が発生し、救助

体制を組織したとき 

 

 

 

８活動体制の区分及び設置基準 

 市長は、災害の規模或いは被害の状況により、表 1 による体制で災害応急対策を講ずる 

 表 1 

体制区分 設置基準 備考 

一次警戒体制 1 暴風（雪）警報が発表されたとき  

二次警戒体制 

1 大雨、洪水のいずれかの警報が発表

されたとき 

2 台風接近時に大雨、洪水のいずれか

の注意報が発表されたとき 

3 土砂災害警戒情報大雨警報（土砂災

害）が発表されたとき 

4 河川が氾濫注意水位（警戒水位）に

達したとき 

 

災害警戒本部体制 

1 一部の河川等において高齢者等避

難の発令が想定される場合 

2 集中豪雨等により、大雨警報（土砂

災害）が発表され、高齢者等避難が想

定される場合 

3 一部河川において避難判断水位に

達したとき 

4 市長が特に認めたとき 

 

災害対策本部 

（第一次非常配備） 

1 一部河川の増水により、高齢者等避

難、避難指示等を発令したとき 

 

災害対策本部 

（第二次非常配備） 

1 赤川等、市内大規模河川の増水によ

り、高齢者等避難を発令したとき 

 

災害対策本部 

（第三次非常配備） 

1 赤川等、市内大規模河川の増水によ

り、避難指示を発令したとき 

2 市内大規模河川において氾濫発

生情報が発表されたとき（堤防の決

壊、越水など） 

3 大規模な土砂災害が発生し、救助

体制を組織したとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象情報の発表内容に合わせた修正 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

<第 3 章第 1 節>災害対策本部の組織・運営・動員（P191） 

９職員の動員基準 

 市域において、表 1に定める体制が必要とされる災害が発生し又は発生す

るおそれがある場合、本所、藤島庁舎、羽黒庁舎、櫛引庁舎、朝日庁舎及び温

海庁舎は、表 2の「災害時における職員の動員配備体制」に基づき、その配置

体制ごとに職員を迅速に招集し、災害対策業務に従事させる。 

 表 2      「災害時における職員の動員配備体制」 

災害対策組織設置基準 
職員配備基準 

本所 庁舎 

一次警

戒体制 

1 暴風（雪）警報が

発表されたとき 

危機管理監が指

定した職員（自宅

待機） 

総務企画課長が指定した職員

（自宅待機） 

二次警

戒体制 

1 大雨、洪水のいず

れかの警報が発表

されたとき 

2 台風接近時に大

雨、洪水のいずれか

の注意報が発表さ

れたとき 

3 土砂災害警戒情

報が発表されたと

き 

4 河川が氾濫注意

水位（警戒水位）に

達したとき 

防災安全課職員

（兼務職員を含

む。）、土木課、

農山漁村振興課、

消防本部職員、関

係各課 

地域本部長が指定した職員 

災害警

戒本部

体 制 

1 一部の河川等に

おいて高齢者等避

難の発令が想定さ

れる場合 

2 集中豪雨等によ

り、土砂災害等が予

測されるとき 

3 一部河川におい

て避難判断水位達

したとき 

4 市長が特に認め

たとき 

本部長（副市長）、

総務部長、市民部

長、健康福祉部長、

建設部長、農林水

産部長、消防長、

教育部長、防災安

全課職員（兼務職

員含む。） 

【避難情報の発令が予想される

地域庁舎】 
地域本部長（支所長）、地域副本

部長（総務企画課長）、市民福祉

課長、産業建設課長、（地域本部

長が指定した職員 
【それ以外の地域庁舎】総務企画

課担当職員（地域本部長が指定し

た職員 

 

 

９職員の動員基準 

 市域において、表 1に定める体制が必要とされる災害が発生し又は発生するおそれが

ある場合、本所、藤島庁舎、羽黒庁舎、櫛引庁舎、朝日庁舎及び温海庁舎は、表 2の「災

害時における職員の動員配備体制」に基づき、その配置体制ごとに職員を迅速に招集し、

災害対策業務に従事させる。 

 表 2      「災害時における職員の動員配備体制」 

災害対策組織設置基準 
職員配備基準 

本所 庁舎 

一次警戒

体制 

1 暴風（雪）警報が発

表されたとき 

危機管理監が指定

した職員（自宅待機） 
総務企画課長が指定した職員（自宅

待機） 

二次警戒

体制 

1 大雨、洪水のいずれ

かの警報が発表され

たとき 

2 台風接近時に大雨、

洪水のいずれかの注

意報が発表されたと

き 

3 土砂災害警戒情報

大雨警報（土砂災害）

が発表されたとき 

4 河川が氾濫注意水

位（警戒水位）に達し

たとき 

防災安全課職員（兼務

職員を含む。）、土木

課、農山漁村振興課、

消防本部職員、関係各

課 

地域本部長が指定した職員 

災害警戒

本部体 

制 

1 一部の河川等にお

いて高齢者等避難の

発令が想定される場

合 

2 集中豪雨等により、

大雨警報（土砂災害）

が発表され、高齢者等

避難が想定が予測さ

れるとき 

3 一部河川において

避難判断水位達した

とき 

4 市長が特に認めた

とき 

本部長（副市長）、総

務部長、市民部長、健

康福祉部長、建設部

長、農林水産部長、消

防長、教育部長、防災

安全課職員（兼務職員

含む。） 

【避難情報の発令が予想される地域

庁舎】 
地域本部長（支所長）、地域副本部長

（総務企画課長）、市民福祉課長、産

業建設課長、（地域本部長が指定した

職員 
【それ以外の地域庁舎】総務企画課担

当職員（地域本部長が指定した職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象情報の発表に合わせた修正 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

災
害
対
策
本
部 

第

一

次

非

常

配

備 

1 一部河川の増水

により、高齢者等避

難、避難指示等を発

令したとき 

本部長（市長）、

副本部長（副市

長）、総務部長、

市民部長、健康福

祉部長、建設部長、

農林水産部長、消

防長、教育部長、

防災安全課職員

（兼務職員含

む。）、コミュニ

ティ推進課（避難

所応援用務） 

【避難情報を発令した地域庁舎】 
同上、地区指定職員 
 
【 そ れ 以 外 の 地 域 庁 舎 】  
同上 

第

二

次

非

常

配

備 

1 赤川等、市内大

規模河川の増水に

より、高齢者等避難

を発令したとき 

本部長、副本部長、

本部員、班長及び

班長が指定した職

員（所属する班の

概ね１／２） 

地域本部長、地域副本部長、地域

本部員、班長、地域本部長が指定

した職員（所属する班の概ね１／

２） 

第 
三

次

非

常

配

備 

1 赤川等、市内大

規模河川の増水に

より、避難指示を

発令したとき 

2 市内大規模河川

において氾濫発生

情報が発表された

とき（堤防の決壊、

越水など） 

3 大規模な土砂災

害が発生し、救助

体制を組織したと

き 

全職員 全職員 

 

災
害
対
策
本
部 

第

一

次

非

常

配

備 

1 一部河川の増水により、

高齢者等避難、避難指示等

を発令したとき 

本部長（市長）、副本

部長（副市長）、総務

部長、市民部長、健康

福祉部長、建設部長、

農林水産部長、消防長、

教育部長、防災安全課

職員（兼務職員含む。）、

コミュニティ推進課

（避難所応援用務） 

【避難情報を発令した地域庁舎】 
同上、地区指定職員 
 
【 そ れ 以 外 の 地 域 庁 舎 】 
同上 

第

二

次

非

常

配

備 

1 赤川等、市内大規模河川

の増水により、高齢者等避

難を発令したとき 

本部長、副本部長、本

部員、班長及び班長が

指定した職員（所属す

る班の概ね１／２） 

地域本部長、地域副本部長、地域

本部員、班長、地域本部長が指定

した職員（所属する班の概ね１／

２） 

第 
三

次

非

常

配

備 

1 赤川等、市内大規模河川

の増水により、避難指示を

発令したとき 

2 市内大規模河川におい

て氾濫発生情報が発表さ

れたとき（堤防の決壊、越

水など） 

3 大規模な土砂災害が発

生し、救助体制を組織した

とき 

全職員 全職員 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

<第 3 章第 4 節>災害情報の収集・伝達（P224~226） 

別表１（表中の文言修正） 

社会的影響度が高い船舶火災 

救助・救急 

 

 

別表１（表中の文言修正） 

船舶火災であって社会的影響度が高いもの 

救急・救助 

 

 

 

火災・災害等即報要領の準じた変更 

 

<第 3 章第 5 節>気象情報等の収集・伝達（P231~236） 

１～３ （略） 

４業務の内容 

(1)鶴岡市に関する特別警報・警報・注意報等の種類と概要 

 ①一般の利用に適合する予報及び警報 

種 類 概 要 

特別 

警報 
高潮特別警報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇が特に異

常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいと予想されたときに発表される（以下、

略）。 

警報 大雨警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると

予想されたときに発表される。大雨警報には、大雨

警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報（土

砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が

明記される。大雨警報（土砂災害）は、高齢者等の

危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル3

に相当。 

 洪水警報 
具体的には、流域雨量指数が京田川流域で13.6以

上、藤島川流域で12.8以上、梵字川流域で30.6以上。 

注意報 洪水注意報 

具体的には、流域雨量指数が京田川流域で10.8以

上、藤島川流域で10.2以上、梵字川流域で24.4以上。

京田川流域では、表面雨量指数が5以上、かつ、流

域雨量指数6.6※以上。（以下、略） 

 乾燥注意報 

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると

予想されたときに発表される。具体的には，火災の

危険が大きい気象条件を予想した場合に発表され

る。具体的には、次のいずれかになると予想される

場合。 

ア 実効湿度が65%以下で最少湿度が30%以下。 

イ 降雨雪の場合を除き、実効湿度70%以下で平均

速度が10m／s以上。 
 

 

１～３ （略） 

４業務の内容 

(1)鶴岡市に関する特別警報・警報・注意報等の種類と概要 

 ①一般の利用に適合する予報及び警報 

種 類 概 要 

特別 

警報 
高潮特別警報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇が特に異常

であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大

きいと予想されたときに発表される。（以下、略） 

警報 大雨警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。大雨警報には、大雨警

報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報（土

砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が

明記される。大雨警報（土砂災害）は、高齢者等は

危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル3

に相当。 

 洪水警報 

具体的には、流域雨量指数基準が京田川流域で13.7

以上、藤島川流域で13.5以上、梵字川流域で32.2以

上、水無川流域で6.7以上、鼠ヶ関川流域で13.6以上、

少連寺川流域で6.6以上、庄内小国川流域で15.9以

上、南俣川流域で8.6以上、田沢川流域で6.6以上、

相模川流域で4.1以上、今野川流域で10.1以上、三瀬

川流域で11.5以上、黒瀬川流域で5.7以上、青竜寺川

流域で9.2以上、内川流域で6.6以上、複合基準※に

よる基準値が青竜寺川流域で表面雨量指数8.2以上。 

（以下、略） 
 

 

 

 

 

 

 

重複する文言「異常な」を１つ削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洪水警報基準の更新及び洪水警報の指数基

準を 

新たに設けた対象河川の追加、及び複合基

準を 

新たに設けた青竜寺川流域を併記 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

※京田川流域には「湛水型の内水氾濫」の基準として、当該河川の増水の状況

を示す 

 

注意報 洪水注意報 

具体的には、流域雨量指数が京田川流域で10.9以上、

藤島川流域で10.8以上、梵字川流域で25.7以上。水

無川流域で5.3以上、鼠ヶ関川流域で10.8以上、少連

寺川流域で5.2以上、庄内小国川流域で12.7以上、南

俣川流域で6.2以上、田沢川流域で5.2以上、相模川

流域で3.3以上、今野川流域で8以上、三瀬川流域で

9.2以上、黒瀬川流域で4.6以上、青竜寺川流域で7.3

以上、内川流域で5.2以上。複合基準※による基準値

が京田川流域では、表面雨量指数が5以上、かつ、流

域雨量指数6.5以上、藤島川流域で表面雨量指数7以

上、かつ、流域雨量指数8.6以上、赤川流域で表面雨

量指数7以上、かつ、流域雨量指数29.6以上、水無川

流域で表面雨量指数7以上、かつ、流域雨量指数5.3

以上、鼠ヶ関川流域で表面雨量指数5以上、かつ、流

域雨量指数10以上、少連寺川流域で表面雨量指数7

以上、かつ、流域雨量指数5.2以上、庄内小国川流域

で表面雨量指数5以上、かつ、流域雨量指数12.7以上、

南俣川流域で表面雨量指数5以上、かつ、流域雨量指

数6.2以上、田沢川流域で表面雨量指数7以上、かつ、

流域雨量指数4.2以上、相模川流域で表面雨量指数7

以上、かつ、流域雨量指数3.2以上、大山川流域で表

面雨量指数7以上、かつ、流域雨量指数10.4以上、今

野川流域で表面雨量指数7以上、かつ、流域雨量指数

8以上、三瀬川流域で表面雨量指数5以上、かつ、流

域雨量指数8.9以上、黒瀬川流域で表面雨量指数7以

上、かつ、流域雨量指数3.3以上、青竜寺川流域で表

面雨量指数7以上、かつ、流域雨量指数5.8以上、内

川流域で表面雨量指数5以上、かつ、流域雨量指数5.2

以上。（以下、略） 

 

 

洪水注意報の基準の一部更新と指数基準を

新たに設けた対象河川の追加、及び京田川

の複合基準の一部更新、並びに複合基準を

新たに設けた河川を併記 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② （略） 

 

  ③大雨警報・洪水警報の危険度分布 

洪水キキク

ル（洪水警

報の危険度

分布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河

川及びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、

地図上で河川流路を概ね１km ごとに５段階に色分けして示

す情報。３時間先までの流域雨量指数の予測を用いて常時 10

分ごとに更新しており、洪水警報等が発表されたときに、ど

こで危険度が高まるかを面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必

要とされる警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

（以下、略） 

流域雨量指

数の予測値 

水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流域

での降雨によって、下流の対象地点の洪水危険度がどれだけ

高まるかを示した情報。６時間先までの雨量分布の予測（降

水短時間予報等）を取り込んで、流域に降った雨が河川に集

まり流れ下る量を計算して指数化した「流域雨量指数」につ

いて、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分

けし時系列で表示したものを、常時 10 分ごとに更新してい

る。 
 

 乾燥注意報 

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。具体的には，火災の危

険が大きい気象条件である。次のいずれかになると

予想される場合。 

ア 実効湿度が65%以下で最小湿度が30%以下。 

イ 降雨雪の場合を除き、実効湿度70%以下で平均風

速が10m／s以上。 

※京田川流域には「湛水型の内水氾濫」の基準として、当該河川の増水の状況を示す流域

雨量指数に加えて、周辺の地表面を流れる雨水の状況を示す表面雨量指数も用いた複合基

準を設定している。 

 

② （略） 

 

  ③大雨警報・洪水警報の危険度分布 

洪水キキク

ル（洪水警報

の危険度分

布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びそ

の他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流

路を概ね１km ごとに５段階に色分けして示す情報。３時間先までの流

域雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、洪水警報等

が発表されたときに、どこで危険度が高まっているかを面的に確認す

ることができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必

要があるとされる警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所から避難が必要とされる警戒レベル４に相

当。 

（以下、略） 

流域雨量指

数の予測値 

各河川を対象として、上流域での降雨によって、下流の対象地点の洪

水危険度（大河川においては、その支川や下水道の氾濫などの「湛水

型内水氾濫」の危険度）がどれだけ高まるかを示した情報。流域内に

おける雨量分布の実況と６時間先までの予測（解析雨量及び降水短時

間予報等）を取り込んで、流域に降った雨が河川に集まり流れ下る量

を計算して指数化した「流域雨量指数」について、洪水警報等の基準

への到達状況に応じて危険度を色分けし時系列で表示したものを、常

時 10 分ごとに更新している。 
 

 

表現の修正 

 

 

誤字の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明内容の一部修正及び追記 

 

 

 

 

 

 

 

流域雨量指数の予測値の概要について、湛

水型の内水氾濫も含めた説明に修正 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

 ④早期注意情報（警報級の可能性） 

 ５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で発表される。

当日から翌日にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表

単位（庄内）で、２日先から５日先にかけては日単位で、週間天気予報の対

象地域と同じ発表単位（山形県など）で発表される。大雨に関して、[高]又

は[中]が予想されている場合は、災害への心構えを高める必要があることを

示す警戒レベル１である。 

 ⑤全般気象情報、東北地方気象情報、山形県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起す

る場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の

留意点が解説される場合等に発表される。 

⑥～⑦ （略） 

⑧竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注

意を呼びかける情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激

しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに、天気予報の対象地域と

同じ発表単位（庄内）で発表される。なお、実際に危険度が高まっている場所

については竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、

その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まってい

る旨を付加した情報が天気予報の対象地域と同じ発表単位（庄内）で発表され

る。この情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。 

 

(2)消防法に定める火災気象通報及び火災警報 

①火災気象通報 

 山形地方気象台長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認める場合

は、消防法第 22 条の規定により、その状況を「火災気象通報」として県知

事に通報する。県知事は、直ちに同法第 22 条第 2 項の規定により市長に通

報する。通報基準は、山形地方気象台が発表する「乾燥注意報」及び「強風

注意報」の発表基準と同一とする。 

 

 ④早期注意情報（警報級の可能性） 

 ５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で発表される。当日から

翌日にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（庄内）で、２

日先から５日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位（山形県

など）で発表される。大雨、高潮に関して、[高]又は[中]が予想されている場合は、災

害への心構えを高める必要があることを示す警戒レベル１である。 

⑤全般気象情報、東北地方気象情報、山形県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意・警戒を喚起する場

合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の留意点が解説さ

れる場合等に発表される。 

⑥～⑦ （略） 

⑧竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びか

ける情報で、竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに、天気予報

の対象地域と同じ発表単位（庄内）で発表される。なお、実際に危険度が高まっている場

所については竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で

更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報が

天気予報の対象地域と同じ発表単位（庄内）で発表される。この情報の有効期間は、発表

から概ね１時間である。 

(2)消防法に定める火災気象通報及び火災警報 

①火災気象通報 

ア 火災気象通報の概要 

 山形地方気象台長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認める場合は、消防法

第 22 条の規定により、その状況を「火災気象通報」として県知事に通報する。県知事

は、直ちに同法第 22 条第 2 項の規定により市長に通報する。 

  定時に行う通報としては、午前 5 時に発表する天気予報に基づき、向こう 24 時間先

までの気象状況の概要を気象概況として毎日午前 5 時頃に山形県に通報する。臨時に行

う通報は、定時通報の対象期間内で、火災気象通報の内容に変更があった場合、臨時の

通報を行う。 

 イ 火災気象通報を行う基準 

  山形地方気象台が発表する「乾燥注意報」及び「強風注意報」の発表基準と同一とす

る。 

 

 

 

 

 

令和 4 年 9 月より早期注意情報の発表に

「高潮」が追記されたため追記 

 

 

 

 

警戒の追記 

 

 

 

 

 

雷注意報が発表されていなくても、発表さ

れる場合がある。その場合は発表後に雷注

意報を発表する 

 

 

 

 

 

 

火災気象通報は毎朝定時で発表するもの

と、強風や乾燥注意報が発表された時に臨

時で発表するものの 2 種類ある。 

山形県地域防災計画の記載に合わせ、概要

と通報基準について説明する部分を分けて

記載 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

<第 3 章第 5 節>気象情報等の収集・伝達（P238） 

 

 

 

 

 

伝達系統図の修正 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

<第 3 章第 6 節>洪水予報・水防警報の伝達（P241,242,244） 

３ 各主体の役割 

（２）県及び国の役割 

 ①指定河川洪水予報 

 ア 洪水予報の種類、標題と概要 

種類 標題 概要 

洪水警報 氾濫危険情報 急激な水位上昇によりまもなく氾濫危

険水位を超え、さらに水位上昇が見込まれ

るとき、氾濫危険水位に到達したとき、氾

濫危険水位以上の状態が継続していると

き、または 3 時間先までに氾濫する可能性

のある水位に到達すると見込まれるとき

に発表される。  

いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、

避難等の氾濫発生に対する対応を求める

段階であり、避難指示の発令の判断の参考

とする。危険な場所からの避難が必要とさ

れる警戒レベル４に相当。 

イ 予報基準となる河川の水位観測所 

予報区

域名 

水位観

測所名 

所在地 水防団

待機水

位 

氾濫注

意水位 

避難判

断水位 

氾濫危

険水位 

氾濫す

る可能

性のあ

る水位 

所管 

レベル

１ 

レベル

２ 

レベル 

３ 

レベル

４ 

赤川 熊出 熊出 2.10 3.00 4.30 4.50 5.70 酒田河

川国道

事務所 

羽黒橋 羽黒町

赤川 

2.00 3.00 4.20 4.60 5.40 

浜中 酒田市

浜中 

2.00 3.00 4.00 4.20 5.20 

大山川 大山 大山 1.70 3.10 3.90 4.40  庄内総

合支庁

河川砂

防課 

面野山 面野山 3.90 4.80 5.20 5.60  

 

 

３ 各主体の役割 

（２）県及び国の役割 

 ①指定河川洪水予報 

 ア 洪水予報の種類、標題と概要 

種類 標題 概要 

洪水警報 氾濫危険情報 急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険

水位を超え、さらに水位上昇が見込まれる

とき、氾濫危険水位に到達したとき、氾濫

危険水位以上の状態が継続しているとき、

または 3 時間先までに氾濫する可能性のあ

る水位に到達すると見込まれるときに発表

される。  

いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、

避難等の氾濫発生への対応を求める段階で

あり、避難指示の発令の判断の参考とする。

危険な場所からの避難が必要とされる警戒

レベル４に相当。 

イ 予報基準となる河川の水位観測所 

予報区

域名 

水位観

測所名 

所在地 水防団

待機水

位 

氾濫注

意水位 

避難判

断水位 

氾濫危

険水位 

氾濫す

る可能

性のあ

る水位 

所管 

レベル

１ 

レベル

２ 

レベル 

３ 

レベル

４ 

赤川 熊出 熊出 2.10 3.00 4.30 4.50 5.70 酒田河

川国道

事務所 

羽黒橋 羽黒町

赤川 

2.00 3.00 4.20 4.60 5.40 

浜中 酒田市

浜中 

2.00 3.00 4.00 4.20 5.20 

大山川 大山 大山 1.70 3.10 3.90 4.40  庄内総

合支庁

河川砂

防課 

面野山 面野山 3.90 4.80 5.20 5.60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氾濫する可能性のある水位は一般には公表

しないこととなったため削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記同様、氾濫する可能性のある水位の記

載を表からも削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 19 - 
 

現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

５避難指示等の発令基準 

（１）赤川の避難指示等の基準 

 （避難判断水位設置観測所） 

観 

測 
所 

名 

所在

地 

水 防

団 待

機 水

位 

氾 濫

注 意

水位 

避 難

判 断

水位 

氾 濫

危 険

水位 

氾 濫

す る

可 能

性 の

あ る

水位 

観測所受け持ち区

間 

レ ベ ル

１ 

レ ベ ル

２ 

レ ベ ル

３ 

レ ベ ル

４ 
 

熊  
出 

熊出 2.10 3.00 4.30 4.50 5.70 
左右岸：名川橋か 
ら黒川橋まで 
（距離 7.4 ㎞） 

羽黒

橋 
赤川 2.00 3.00 4.20 4.60 5.40 

左岸：黒川橋から 
湯ノ沢まで 
（距離 10.3 ㎞） 
右岸：黒川橋から 
蛾眉橋まで 
（距離 9.0 ㎞） 

 

 

（１）赤川の避難指示等の基準 

 （避難判断水位設置観測所） 

観 

測 
所 

名 

所在

地 

水防団

待機水

位 

氾濫注

意水位 
避難判

断水位 
氾濫危

険水位 

氾濫す

る可能

性のあ

る水位 
観測所受け持ち区間 

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４  

熊  
出 

熊出 2.10 3.00 4.30 4.50 5.70 
左右岸：名川橋から 
黒川橋まで 
（距離 7.4 ㎞） 

羽黒

橋 
赤川 2.00 3.00 4.20 4.60 5.40 

左岸：黒川橋から湯 
ノ沢まで 
（距離 10.3 ㎞） 
右岸：黒川橋から蛾 
眉橋まで 
（距離 9.0 ㎞） 

 

 

 

 

氾濫する可能性のある水位の記載を削除 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

<第 3 章第 10 節>住民等避難対策（P260~262） 

４避難情報の発令 

（１）避難指示等の実施者 

区分 警 戒

レ ベ

ル 

実 施

責 任

者 

措置 実施の基準 

指示等を実施した場合の通

知等 

緊 急 安

全確保 

５ 市長 ・命を守るための

最善の行動をと

るよう呼びかけ 

・既に災害が発生している

状況であり、市町村が災害

の発生を把握した場合 

※市町村が災害発生を確実

に把握できるものではない

ため、災害が発生した場合

に必ずしも発令されるもの

ではないことに留意 

 

 

 

 

ウ 避難情報と居住者等がとるべき行動 

 居住者がとるべき行動 

【警戒レベル５】 

緊急安全確保 

災害発生又は切迫 

・既に災害が発生している状況であり、命を守るため

の最善の行動をとる 

・市町村が災害発生を確実に把握できるものではない

ため、災害が発生した場合に必ず発令されるものでは

ないことに留意する。 

・ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全に

とることができるとは限らず、また、本行動をとった

としても、身の安全を確保できるとは限らない。 
 

 

４避難情報の発令 

（１）避難指示等の実施者 

区分 警戒レ

ベル 

実施責

任者 

措置 実施の基準 

指示等を実施した場合の通

知等 

緊 急 安

全確保 

５ 市長 ・命を守るための

最善の行動をと

るよう呼びかけ 

・災害が発生し、又はまさに

発生しようとしている場合

に、避難のための立退きによ

り、かえって人の生命や身体

に危険が及ぶおそれがあり、

緊急を要すると認めるとき 

※市町村が災害発生を確実

に把握できるものではない

ため、災害が発生した場合に

必ずしも発令されるもので

はないことに留意 

 

ウ 避難情報と居住者等がとるべき行動 

 居住者がとるべき行動 

【警戒レベル５】 

緊急安全確保 

命の危険 直ちに安全確保！ 

・指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえっ

て危険である場合、緊急安全確保する。 

・市町村が災害発生を確実に把握できるものではないた

め、災害が発生した場合に必ず発令されるものではない

ことに留意する。 

・ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にと

ることができるとは限らず、また、本行動をとったとし

ても、身の安全を確保できるとは限らない。 
 

 

 

 

 

 

 

警戒レベル 5 は災害が発生した時だけでな

く、災害が切迫している場合にも発令でき

ることから変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住者がとるべき行動に文言を修正 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

<第 3 章第 11 節>避難所運営（P266~268,270） 

１～３ （略） 

４ 業務の内容 

（１）避難所の開設 

 ① （略） 

 ②避難所を開設する暇がない場合の措置 

 ア～ウ （略） 

 エ 避難所内の危険な場所には近付かない。 

 ③～⑤ （略） 

（２） （略） 

（３）管理・運営体制 

 ①（略） 

 ②運営体制 

  避難者の自主運営を基本とし、秩序ある避難生活を維持するよう運営す

る。 

項  目 内   容 

要配慮者への対応 高齢者、障害者、疾病者、乳幼児、

妊産婦などを優先した運営 

避難者の健康管理 保健師等の巡回、健康相談及び医療

救護活動と連携した健康管理 

避難所の衛生管理 防疫活動による伝染病の発生防止等

衛生管理 

プライバシーの保護 被災者のプライバシーを尊重した運

営管理 

冬期間の対応 暖房器具、防寒衣等の提供 

③情報の提供、聴取対策 

 避難者への情報の提供及び聴取は、次のとおり実施する。 

ア 掲示板の設置、広報紙の配布等 

イ ラジオ・テレビ放送 

ウ 防災行政用無線による一斉放送 

エ 相談窓口等の設置 

  

 

 

１～３ （略） 

４ 業務の内容 

（１）避難所の開設 

 ① （略） 

 ②避難所を開設する暇がない場合の措置 

 ア～ウ （略） 

 エ 避難所内で災害により破損等が確認された危険な場所には近付かない。 

（２） （略） 

（３）管理・運営体制 

 ①（略） 

 ②運営体制 

  避難者の自主運営を基本とし、秩序ある避難生活を維持するよう運営する。 

項  目 内   容 

要配慮者への対応 高齢者、障害者、疾病者、乳幼児、妊

産婦などを優先した運営 

避難者の健康管理 保健師等の巡回、健康相談及び医療救

護活動と連携した健康管理 

避難所の衛生管理 防疫活動による伝染病の発生防止等

衛生管理 

プライバシーの保護 被災者のプライバシーを尊重した運

営管理 

夏期間の対応 冷房器具、熱中症対策等の周知 

冬期間の対応 暖房器具、防寒衣等の提供 

③情報の提供、聴取対策 

 避難者への情報の提供及び聴取は、次のとおり実施する。 

ア 掲示板の設置、広報紙の配布等 

イ ラジオ・テレビ放送 

ウ 防災行政用無線による一斉放送 

エ 相談窓口等の設置 

オ ＳＮＳの活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害で危険な状況となった場所へ近づかな

いことを明確に記載 

 

 

 

 

 

妊産婦は妊娠経過に伴い医療受診等が必要

であるため、要配慮者の項目へ追加 

 

 

 

 

 

 

猛暑により、環境整備が必要であるため追

加 

 

 

 

 

 

 

市の SNS により情報発信が可能であるこ

とから追加 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

④避難所運営に係る留意点 

 ア （略） 

 イ 指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票の有

無等に関わらず適切に受け入れられるよう、地域の実情や避難者の心情等

について勘案しながら、あらかじめ受け入れる方策について定めるよう努

め、適切に受け入れることとする。 

 ウ～エ （略） 

（４）（略） 

（５）要配慮者への配慮 

 ① （略） 

 ②福祉避難所の開設 

 ア 市は、施設への緊急入所を要しない程度の要介護高齢者、障害者等のた

めに福祉避難所を開設し、一般の避難所からの誘導を図る。 

イ （略） 

（６） （略） 

（７）避難が長期化する場合の措置 

  市は、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等に鑑み、

必要に応じて、旅館やホテル等への移動を避難者に促すとともに、避難者の健

全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間

賃貸住宅及び空き家等利用可能な既存住宅の斡旋及び活用等により、避難所の

早期解消に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④避難所運営に係る留意点 

 ア （略） 

 イ 指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無等に関わ

らず適切に受け入れることとし、地域の実情や避難者の心情等について勘案しなが

ら、あらかじめ受け入れる方策を定める。 

 ウ～エ （略） 

（４）（略） 

（５）要配慮者への配慮 

 ① （略） 

 ②福祉避難所の開設 

 ア 市は、要介護高齢者、障害者等のために協定締結している福祉避難所へ開設調整し、

一般の避難所からの誘導を図る。 

イ （略） 

（６） （略） 

（７）避難が長期化する場合の措置 

   市は、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等に鑑み、必要に応

じて、旅館やホテル等へ避難者受入れの協力を要請し、移動を避難者に促すとともに、

避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、

民間賃貸住宅及び空き家等利用可能な既存住宅の斡旋及び活用等により、避難所の早

期解消に努める。 

 

 

 

文章の適正化 

 

 

 

 

 

 

鶴岡市 災害時における福祉避難所開設調

整に基づき修正 

 

 

 

協定に基づく要請を含め追記 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

<第 3 章第 27 の 2 節>大規模土砂災害対策（P325） 

１ （略） 

２各主体の役割及び業務内容 

（１）～（２） （略） 

（３）市の役割 

 ① （略） 

 ②避難指示等の実施 

区分 
警戒レ

ベル 
実施責

任者 
措置 

実施の基準 

指示等を実施した場合の通知

等 

緊急安

全確保 
５ 市 長 

・命を守る

ための最善

の行動をと

るよう呼び

かけ 

・既に災害が発生している状況

であり、市町村が災害の発生

を把握した場合 
※市町村が災害発生を確実に

把握できるものではないた

め、災害が発生した場合に必

ずしも発令されるものではな

いことに留意 
 

 

１ （略） 

２各主体の役割及び業務内容 

（１）～（２） （略） 

（３）市の役割 

 ① （略） 

 ②避難指示等の実施 

区分 
警戒レ

ベル 
実施責

任者 
措置 

実施の基準 

指示等を実施した場合の通知等 

緊急安

全確保 
５ 市 長 

・命を守る

ための最善

の行動をと

るよう呼び

かけ 

・災害が発生し、又はまさに発

生しようとしている場合に、避

難のための立退きにより、かえ

って人の生命や身体に危険が

及ぶおそれがあり、緊急を要す

ると認めるとき 
※市町村が災害発生を確実に

把握できるものではないため、

災害が発生した場合に必ずし

も発令されるものではないこ

とに留意 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警戒レベル５は災害が発生した時だけでは

なく、災害が切迫している場合にも発令で

きるようになったことから、記述を変更 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

<第 3 章第 41 節>ライフライン強化対策（上水道）（P372,373） 

１～２ （略） 

３各主体の役割 

（１）市の役割 

   市は、（公社）日本水道協会山形県支部と連携して市内全域の被災状況を

的確に把握し、総合的な飲料水等の供給や水道施設による給水機能が速や

かに回復するよう必要な措置を講ずる。また、状況により災害時応援協定

締結事業者等と連絡を密にして緊急体制をとる。 

 

 

１～２ （略） 

３各主体の役割 

（１）市の役割 

   市は、災害対策マニュアル等に基づき、給水区域内の水道施設の被害状

況を的確に把握し、給水機能の確保に必要な措置を講ずる。また、状況に

より関係機関と連携し応急対策計画の策定、応急給水・復旧体制の構築を

図る。 

 

 

 

 

 

マニュアル等に基づく体制構築について修正 

 

 

 

 

<第 3 章第 42 節>ライフライン強化対策（下水道）（P377） 
 

【本所】給水・下水道班  

【関係機関】県災害対策本部（ライフライン対策班）、(公財)山形県建設技術

センター、（地方共同法人）日本下水道事業団、(一社)地域環境資源センター、

(公社)日本下水道管路管理業協会、山形県下水道協会、東北電力ネットワー

ク㈱鶴岡電力センター、(一財)東北電気保安協会、建設業者等、市民、企業

（事業所）等、学校、管路包括委託受注業者 

【下水道等】下水道、農業集落排水等 

 

 

 

【本所】給水・下水道班  

【関係機関】県災害対策本部（ライフライン対策班）、(公財)山形県建設技術

センター、（地方共同法人）日本下水道事業団、(一社)地域環境資源センター、

(公社)日本下水道管路管理業協会、山形県下水道協会、東北電力ネットワー

ク㈱鶴岡電力センター、(一財)東北電気保安協会、建設業者等、市民、企業

（事業所）等、学校、包括委託受注業者 

 

 

 

 

 

名称の修正 

関係機関等の欄に下水道等は不要のため削除 

 

 

 

<第 3 章第 43 節>危険物等施設の応急対策（P383） 

１～３ （略） 

４（１） 

 ①ア～オ （略） 

  カ 報告 

県は、事故発生情報及び被害情報等を適時総務省消防庁に報告するとと

もに、次の区分により取扱規制担当省庁に報告する。 

区  分 取扱規制担当省庁 

火薬類･高圧ガス 経済産業省 

放射線使用施設 文部科学省 

毒 劇 物 施 設 厚生労働省 
 

 

１～３ （略） 

４ 

 ①ア～オ （略） 

  カ 報告 

県は、事故発生情報及び被害情報等を適時総務省消防庁に報告するとと

もに、次の区分により取扱規制担当省庁に報告する。 

区  分 取扱規制担当省庁 

火薬類･高圧ガス 経済産業省 

放射線使用施設 原子力規制委員会 

毒 劇 物 施 設 厚生労働省 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編による修正 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

<第 3 章第 46 節>民間流通在庫活用等による物資等供給（P372,373） 

１～３ （略） 

４（１） （略） 

 （２）県の実施体制 

  県は、市から要請があった場合又は必要と認めた場合は、次の措置を講ずる。 

ア 備蓄物資の放出、供給 

イ 食品関係機関からの確保・供給 

ウ 迅速な輸送、集積 

エ 県の行う応援要請 

a  被災地以外の市町村に対しての指示又は調整 

b  自衛隊への要請 

c  他の都道府県に対しての要請 

d  国（山形農政事務所）に対しての要請  

 

 

 

１～３ （略） 

４（１） （略） 

 （２）県の実施体制 

  県は、市から要請があった場合又は必要と認めた場合は、次の措置を講ずる。 

ア 備蓄物資の放出、供給 

イ 食品関係機関からの確保・供給 

ウ 迅速な輸送、集積 

エ 県の行う応援要請 

a  被災地以外の市町村に対しての指示又は調整 

b  自衛隊への要請 

c  他の都道府県に対しての要請 

d  国（農林水産省）に対しての要請  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編による修正 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

<第 4 章第 1 節>被災者の生活再建支援（P443） 

１～２（略） 

３ 

(1)被災者のための相談、支援 

①相談所の開設 

 市及び県は、避難所及び市役所、支所等に、被災者のための相談所を速や

かに開設する。 

②相談所の運営 

市及び県は、被災者からの幅広い相談に応じるため、必要に応じて他の防

災関係機関と連携し、相談業務を実施する。 

 

 

 

 

 

 

１～２（略） 

３ 

(1)被災者のための相談、支援 

  被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができ

るよう、災害ケースマネジメント（被災者一人ひとりの状況を把握した上で、

関係者が連携して、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取

組）の実施等によりきめ細やかな支援を行う。 

①相談所の開設 

 市及び県は、避難所及び市役所、支所等に、被災者のための相談所を速や

かに開設する。 

②相談所の運営 

市及び県は、被災者からの幅広い相談に応じるため、必要に応じて他の防

災関係機関と連携し、相談業務を実施する。 

 

 

 

 

 

災害対策基本法の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<第 4 章第 2 節>融資・貸し付け等による経済的再建支援（P450） 

１～２ （略） 

３（１）①②（略） 

③被災者生活再建支援金 

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者で、経済的理由等によ

って生活を再建することが困難な者に対し、生活再建支援金を支給することに

よって自立した生活の開始を支援する。市は、被災者生活再建支援資金の支給

に係る被災者からの申請を迅速かつ的確に処理するため、体制の整備等を図

る。 

 

 

１～２ （略） 

３（１）①②（略） 

③被災者生活再建支援金 

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者で、経済的理由等によ

って生活を再建することが困難な者に対し、生活再建支援金を支給することに

よって自立した生活の開始を支援する。市は、被災者生活再建支援資金の支給

に係る被災者からの申請を迅速かつ的確に処理するため、体制の整備等を図

る。 

  県及び市町村は、政府の支援制度の対象とならない災害において、生活基

盤に著しい被害を受けた者に対し、山形県・市町村被災者生活再建支援金を

支給する。市町村は、山形県・市町村被災者生活再建支援金の支給に係る被

災者からの申請を迅速かつ的確に処理するため、申請受付及び支援金の支給

業務の実施体制の整備等を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形県・市町村被災者生活再建支援金の追加 
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現行計画（修正前） 修正案 修正理由 

<第 4 章第 2 節>融資・貸し付け等による経済的再建支援（P451） 

③被災者生活再建支援金 

 

 

 

③被災者生活再建支援金 

 

 

 

 

山形県地域防災計画の修正 

中規模半壊世帯が追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


